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北広島市監査委員 染 谷 一 彦 

北広島市監査委員 佐 藤 敏 男 

 

 

措置通知事項の公表について 

 

 北広島市長及び北広島市教育委員会教育長から「財政援助団体等監査結果に

対する改善等の措置について」の通知がありましたので、地方自治法第 199 条

第 12項の規定により、次のとおり公表いたします。 

 

 

財政援助団体等監査結果に対する改善等の措置 

 

財政援助団体名：特定非営利活動法人いこーよ友の会 

指定管理名：広葉交流センター指定管理業務 

指摘事項 講じた措置等 

１．管理業務責任者が報告されていな

いことから、適正な事務の執行に努め

られたい。 

 １．管理業務基本協定書に基づき、適

正な事務の執行に努めてまいります。                       

担当：市民環境部市民課 

 

 

財政援助団体名：特定非営利活動法人手仕事屋 

補助金名：地域活動支援センター補助金 

指摘事項 講じた措置等 

１．補助対象経費の配分変更の承認申

請が行われていないことから、適正な

事務の執行に努められたい。 

１．適正な事務処理となるよう努めて

まいります。 

担当：保健福祉部福祉課 

 



財政援助団体名：北広島市建設事業協同組合 

指定管理名：北広島市都市公園指定管理業務 

指摘事項 講じた措置等 

１．収支決算報告書において、誤記載

があったので、適正な事務の執行に努

められたい。 

１．収支決算報告書の誤記載について

は誤りを訂正する措置を講じて、対応

いたしました。今後は、適正な事務の

執行に務めてまいります。 

担当：建設部都市整備課 

 

 

財政援助団体名：北広島市体育協会 

補助金名：北広島市体育協会補助金 

指摘事項 講じた措置等 

１．補助対象事業の中止に伴う変更承

認申請が行われていないことから、適

正な事務の執行に努められたい。 

１．適正な事務の執行に努めてまいり

ます。 

担当：教育部社会教育課 

 


